
 

 
 

令和 2 年 1 月 31 日 

千葉県河川整備課 

一宮川流域浸水対策特別緊急事業に係る 

河川激甚災害対策特別緊急事業の採択について 

 

・採択年月日 令和２年１月３０日 

・全体事業費 １５２億円 

・事 業 期 間 令和元年度～令和６年度 

・事 業 概 要 河道断面の拡大（河道拡幅、護岸法立て） 

・事 業 区 間 一宮川（瑞沢川合流点～豊田川合流点）※２ 

※２ 下図及び次ページ参照 

・令和元年度 測量設計 １億円 

○ 県では、一宮川流域浸水対策特別緊急事業※１の一部として中流域で実施 

する河道断面の拡大（河道拡幅、護岸
ご が ん

法立
の り た

て）等について、国の補助制度

である河川激甚災害対策特別緊急事業の採択を受け、令和 6 年度までに

緊急的に実施します。 

○ また、上流域や下流域、支川などで実施する対策についても、河川整備 

計画の策定・見直しを行うとともに、計画に位置付けられた対策について、

一日も早い事業化を目指します。 

※１ 一宮川流域浸水対策特別緊急事業の考え方や進め方については別添【参考資料】参照 

千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

九十九里海岸

①一宮川下流
R2～
・ 河道断面の拡大
（河道掘削）

②一宮川中流
R元～
・ 河道断面の拡大（河道拡幅）
・ 河道断面の拡大（片岸護岸法立て）
・ 堤防かさ上げ※
・ 第二調節池の増設※

④阿久川
・ 堤防かさ上げ

を想定

④一宮川中流、豊田川
・ 堤防かさ上げ
・ 豊田川調節池の新設

等を想定

④鶴枝川
・ 堤防かさ上げ

を想定

③一宮川上流、三途川
・ 堤防整備
・ 輪中堤

等を想定

河口～瑞沢川
S46～広域河川改修
にて河道拡幅済
（今次災害なし）

【凡例】
R1.10.25 浸水範囲
①一宮川下流
②一宮川中流

（R3年度以降事業着手）
③一宮川上流、三途川
④一宮川中流、豊田川、
阿久川、鶴枝川

一宮町

長生村

茂原市

長柄町

長南町

睦沢町

※ 下線部は現在事業中

河川激甚災害対策特別緊急事業
瑞沢川合流点～豊田川合流点
R元～R6
河道拡幅、護岸法立て 等



 



 令 和 2 年 1 月 30 日 

一宮川流域減災対策会議※ 

 
 

 

県・流域市町村が連携した一宮川流域浸水対策特別緊急事業について 

 

（一宮川流域浸水対策特別緊急事業の進め方） 

① 河川整備計画が策定済の一宮川中下流域では、既往計画に位置付けられた

対策のうち、現在事業中である第二調節池の増設等と併せて、取り急ぎ 

実施すべき対策として、河道断面の拡大（河道拡幅、護岸法立て）等に  

ついて測量設計に着手します。また、年度末までに河川整備計画の変更 

案をとりまとめ、令和 2 年度から本格着工を目指します。 
 

② 河川整備計画が未策定の上流域・支川では、地元との合意形成を図った 

うえで河川整備計画を策定し、一日も早い事業着手を目指します。 
 

（一宮川流域浸水対策特別緊急事業の県予算案） 

令和元年度補正予算  100,000 千円（既定予算とあわせ 900,000 千円） 

令和２年度当初予算 1,728,000 千円 

  

○ 令和元年 10 月 25 日未明からの大雨により、一宮川上流に位置する長柄町

水上で時間雨量 77 ㎜、3 時間雨量 204 ㎜と観測地点最高値を記録し、 

一宮川流域、特に、茂原市、長柄町、長南町において、家屋約 4,000 戸、 

官庁舎 2 棟、病院 1 棟などの主要施設に甚大な浸水被害が生じました。 
 

○ 過去 30 年間で 4 度目の被害が生じた事を踏まえ、今後 10 ヶ年で、関係 

市町村が行う内水対策や土地利用施策と連携した「一宮川流域浸水対策 

特別緊急事業」を実施し、同規模の降雨に対して、今回被害を受けた家屋

や主要施設の浸水被害ゼロを目指します。 
 

○ これら一宮川流域における浸水対策について流域一貫で取り組むため、 

令和 2 年 1 月 29 日に浸水対策の考え方や進め方について流域市町村長の

合意を得て、「一宮川流域減災対策会議」を設置しました。 

【問い合わせ先】 

（一宮川流域浸水対策特別緊急事業） 

千葉県県土整備部河川整備課 ０４３－２２３－３１６５ 

（減災対策会議）  千葉県長生土木事務所    ０４７５－２４－４５２５ 

※ 流域一貫で浸水対策に取り組むため、

県及び一宮川流域市町村で構成 

参考資料 



１．令和元年 10 月 25 日の大雨による浸水被害 

（１）浸水実績図 

 

（２）浸水状況 

埴生川 



２．現時点における浸水対策の概要 

（１）河川整備の実施箇所 

現時点で想定している河川整備の実施箇所は以下のとおりです。なお、  

中下流域については、年度末までに河川整備計画の変更案をとりまとめます。 

 

（２）河川整備のイメージ 

現時点で想定している河川整備のイメージは以下のとおりです。 

九十九里海岸

①一宮川下流
R2～
・ 河道断面の拡大
（河道掘削）

②一宮川中流
R元～
・ 河道断面の拡大（河道拡幅）
・ 河道断面の拡大（片岸護岸法立て）
・ 堤防かさ上げ※
・ 第二調節池の増設※

④阿久川
・ 堤防かさ上げ

を想定

④一宮川中流、豊田川
・ 堤防かさ上げ
・ 豊田川調節池の新設

等を想定

④鶴枝川
・ 堤防かさ上げ

を想定

③一宮川上流、三途川
・ 堤防整備
・ 輪中堤

等を想定

河口～瑞沢川
S46～広域河川改修
にて河道拡幅済
（今次災害なし）

【凡例】
R1.10.25 浸水範囲
①一宮川下流
②一宮川中流

（R3年度以降事業着手）
③一宮川上流、三途川
④一宮川中流、豊田川、
阿久川、鶴枝川

一宮町

長生村

茂原市

長柄町

長南町

睦沢町

※ 下線部は現在事業中



 

（現在、事業中の一宮川第二調節池の増設） 

 

（３）市町村が実施する内水対策や土地利用施策、ソフト対策 

既に「一宮川流域茂原市街地安心プラン」に位置付けられている対策に加え、

一宮川流域全体で必要な内水対策や土地利用施策、避難等のソフト対策に  

ついて今後検討し、速やかに実施します。 

 

１）内水対策（流域に降った雨を地面に浸透、貯留させる対策） 

 ・排水ポンプの新設 

 ・雨水管の能力増強 

 ・既設雨水ポンプの能力増強 

 ・流出抑制対策への補助金交付 

 ・既存ため池を活用した流出抑制の協定 

 ・その他、雨水浸透貯留対策等を検討 

 

２）土地利用施策、避難等のソフト対策 

 ・安全安心メールによる防災情報提供 

 ・気象情報企業と連携した防災体制の構築 

 ・避難勧告等発令時のサイレン活用 

 ・水防訓練の実施 

 ・洪水ハザードマップ及び防災マップの配付 

 ・その他、住まい方の工夫等を検討 

 

 

増設 

既設 



３．一宮川流域減災対策会議の設置 

令和元年 10 月 25 日の大雨による甚大な被害を踏まえ、一宮川流域に  

おける浸水対策について流域一貫で取り組むため、令和 2 年 1 月 29 日に  

浸水対策の考え方や進め方※1 について、茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、   

長柄町、長南町の各首長の合意を得て、県及び 6 市町村により構成される  

「一宮川流域減災対策会議※2（次ページ）」を設置しました。 

 

（概  要） 

  日 時：令和 2 年 1 月 29 日（水）15：05～16：05 

  場 所：茂原市役所 5 階 502 会議室 

  出 席：田中 豊彦 茂原市長 

      馬淵 昌也 一宮町長 

      市原 武  睦沢町長 

      小髙 陽一 長生村長 

      清田 勝利 長柄町長 

      平野 貞夫 長南町長 

田村 英記 千葉県県土整備部河川整備課長 

      山口 浩  千葉県県土整備部河川環境課長 

      米良 信雄 千葉県長生土木事務所長 

 

※1 浸水対策の考え方、進め方【再掲】 
 

（浸水対策の考え方） 

過去 30 年間で 4 度目の被害が生じた事を踏まえ、今後 10 ヶ年で、関係 

市町村が行う内水対策や土地利用施策と連携した「一宮川流域浸水対策 

特別緊急事業」を実施し、同規模の降雨に対して、今回被害を受けた家屋や

主要施設の浸水被害ゼロを目指します。 
 

（浸水対策の進め方） 

① 河川整備計画が策定済の一宮川中下流域では、既往計画に位置付けられ

た対策のうち、現在事業中である第二調節池の増設等と併せて、取り急ぎ 

実施すべき対策として、河道断面の拡大（河道拡幅、護岸法立て）等に  

ついて測量設計に着手します。また、年度末までに河川整備計画の変更 

案をとりまとめ、令和 2 年度から本格着工を目指します。 

② 河川整備計画が未策定の上流域・支川では、地元との合意形成を図った 

うえで河川整備計画を策定し、一日も早い事業着手を目指します。 

 



※2 一宮川流域減災対策会議 

「千葉県大規模氾濫に関する減災対策協議会※3規約」第 4 条に基づき設置

するものです。 

 

※3 千葉県大規模氾濫に関する減災対策協議会 

県では、近年の中小河川等における被害の状況を踏まえ、国、県、市町村及び河川管理

者等の関係機関が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策

を一体的、計画的に推進することにより、大規模氾濫が発生することを前提として社会 

全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的に、平成 29 年 5 月

に「千葉県大規模氾濫に関する減災対策協議会」を設立しました。 

 

（千葉県大規模氾濫に関する減災対策協議会規約第 4条（減災対策会議の設置）） 

 水害リスクは各河川において異なることから、地域の実情に対応した取り組みを検討す

るため、各土木事務所に設置する。 

 

 

  



４．一宮川流域浸水対策特別緊急事業 予算案（令和２年２月県議会に上程） 

 

○令和元年度補正予算 

100,000 千円（既定予算とあわせ 900,000 千円） 

 

［主な事業内容］ 

 ・一宮川中流域における河道拡幅や河道断面の拡大    100,000 千円 

 

○令和２年度当初予算 

1,728,000 千円 

  

［主な事業内容］ 

  ・一宮川中流域における河道拡幅や河道断面の拡大   250,000 千円 

  ・一宮川下流域における河道掘削による流下能力の確保   20,000 千円 

  ・一宮川第二調節池の増設、堤防嵩上げなどの河川改修 

 （旧事業名称：一宮川浸水対策事業）        1,428,000 千円 

 


